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1 

１ 有害性評価（生態） 1 

生態影響に関する有害性評価は、「化審法における優先評価化学物質に関するリスク評2 

価の技術ガイダンス Ⅲ．生態影響に関する有害性評価 Ver.1.01」（以下「技術ガイダン3 

ス」という。）に従い、当該物質の生態影響に関する有害性データを収集し、それらデー4 

タの信頼性等を確認するとともに、既存の評価書における評価や国内外の規制値の根拠と5 

なった有害性評価値を参考としつつ、予測無影響濃度（PNEC 値）に相当する値を導出し6 

た。 7 

なお、リスク評価（一次）有害性評価Ⅱは平成 29 年度化審法三省合同審議会 7 （平成 8 

29 年 6 月 23 日開催）にてリスク評価（一次）評価Ⅱが審議された。リスク評価を再度9 

実施するにあたり、有害性情報を再収集し、有害性の再評価を行った。 10 

優先評価化学物質通し番号 170 の対象物質は、次の通りである。 11 

【化学物質名】     【CAS 番号】 12 

 デカン－１－オール 112-30-1 13 

 14 

デカン－１－オールは、logPow が 4.52で 3 以上のため、水生生物と底生生物のリスク評15 

価（一次）評価Ⅱを実施する。 16 

１-１ 生態影響に関する毒性値の概要 17 

(１) 水生生物 18 

水生生物に対する予測無影響濃度（PNECwater）を導出するための毒性値について、専門19 

家による信頼性の評価が行われた結果、本評価における有害性情報の再収集によって新た20 

に追加される毒性値はなく、表１－１に示す毒性値が PNECwater 導出に利用可能な毒性値21 

とされた。 22 

表１－１ PNECwater導出に利用可能な毒性値 23 

栄養段階 

（生物群） 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

（mg/L） 

生物種 エンドポイント等 
暴露期

間 

(日) 

出典  
学名 和名*1 

エンド 

ポイン

ト 

影響内

容 

生産者 

（藻類） 

 ○ 0.040 
Raphidocelis 

subcapitata*2 
ムレミカヅキモ NOEC 

GRO(RA

TE) 
3 (環境庁, 2000) 

○  0.90 
Raphidocelis 

subcapitata*2 
ムレミカヅキモ EC50 

GRO(RA

TE) 
3 (環境庁, 2000) 

○  0.86 
Raphidocelis 

subcapitata*2 
ムレミカヅキモ EC50 

GRO(RA

TE) 
3 (環境省, 2012) 

一次消費（又は消

費者） 

（甲殻類） 

 ○ 0.034 Daphnia magna オオミジンコ NOEC REP 21 (環境庁, 2000) 

 ○ 0.11 Daphnia magna オオミジンコ NOEC REP 21 

(OECD, 2006) 
(Schafers et al., 2009)  
(ECHA112-30-1, 

2005) 

 
1 化審法における優先評価化学物質に関するリスク評価の技術ガイダンス Ⅲ．生態影響に関する有害性評価 Ver.1.0

（https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/03_tech_guidance_iii_seitaiyuugaisei_v_1_0_14

0626.pdf） 
2平成 29 年度第７回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成 29 年度化学物質審議会第３回安全対策部会、

第 179 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会資料５―２参考１優先評価化学物質のリスク評価（一次）生

態影響に係る評価Ⅱ物理化学的性状等の詳細資料（案）【デカン－１－オール】 
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栄養段階 

（生物群） 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

（mg/L） 

生物種 エンドポイント等 
暴露期

間 

(日) 

出典  
学名 和名*1 

エンド 

ポイン

ト 

影響内

容 

○  1.35 Daphnia magna オオミジンコ EC50 IMBL 2 (環境庁, 2000) 

○  1.4 Daphnia magna オオミジンコ EC50 IMBL 2 (環境省, 2012) 

二次消費者（又は

捕食者） 

（魚類） 

 ○ 0.26 
Pimephales 

promelas 

ファットヘッド

ミノー 
NOEC 

GRO 

(TLGTH) 
33 

(ECHA112-30-1, 

2015a) 

○  2.4 
Pimephales 

promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50 MOR 4 (Brooke et al., 1984) 

○  2.79 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 4 (環境庁, 2000) 

○  4.1 
Cyprinus 

carpio 
コイ LC50 MOR 4 (環境省, 2012) 

*1:一般名（おもに標準和名）を記す。国内に生息しない種など和名がない場合には「属または科の一種」として1 
表記した。 2 

*2:旧名 Pseudokirchneriella subcapitata 3 
[エンドポイント] 4 

EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、NOEC（No 5 
Observed Effect Concentration）： 無影響濃度 6 

[影響内容] 7 
GRO（Growth）：生長（植物）、成長（動物）、IMBL（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：死亡、REP（Reproduction）：8 

繁殖、再生産 9 
(   )内：試験結果の算出法等 10 

RATE：生長速度より求める方法（速度法）、TLGTH（Total Length）：全長 11 
 12 

(２) 底生生物 13 

底生生物に対する予測無影響濃度（PNECsed）を導出するための毒性値について整理し、14 

専門家による信頼性の評価が行われた。その結果、新たに表１−２に示す毒性値が PNECsed15 

導出に利用可能な毒性値とされた。 16 

表１－２ PNECsed導出に利用可能な毒性値 17 

生息・食餌

条件 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

（mg/kg 

dw） 

生物種 エンドポイント等 暴露

期間 

(日) 

出典 
学名 和名*1 エンド 

ポイント 
影響内容 

淡水, 表在

底生/雑食者 
○  310 

Heterocypris 
incongruens 

イボカイミジンコ LC50 MOR 6 

(ECHA1

12-30-1, 

2004) 

*1:一般名（おもに標準和名）を記す。国内に生息しない種など和名がない場合には「属または科の一種」として18 
表記した。 19 

[エンドポイント] 20 
LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度 21 

[影響内容] 22 
MOR（Mortality）：死亡 23 

１-２ 予測無影響濃度（PNEC）の導出 24 

(１) 水生生物 25 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、26 

栄養段階ごとに最も小さい値を PNECwater 導出のために採用した。本評価における有害性情27 

報の再収集により、平成 29 年 11 月に実施されたリスク評価（一次）有害性評価Ⅱからの値28 

の変更はなかった。それぞれの値に、情報量に応じて定められた不確実係数積を適用し、水29 

生生物に対する PNECwater を求めた。 30 

 31 

＜慢性毒性値＞ 32 

生産者（藻類）Raphidocelis subcapitata、旧名 Pseudokirchneriella subcapitata 生長速度に対33 



 

3 

する阻害；3 日間 NOEC 0.04 mg/L 1 

環境庁 (2000)は、キシダ化学株式会社製、純度 97%以上のデカン－１－オールを用いて、2 

OECD TG201（1984）に準拠し、ムレミカヅキモ R. subcapitata の生長阻害試験を実施した。3 

試験は低濃度と高濃度の 2 回に分けて、低濃度側での設定濃度は、対照区、助剤対照区、4 

0.06、0.10、0.20、0.40、0.70 mg/L、高濃度側は対照区、助剤対照区、1.2、2.2、4.0 mg/L（い5 

ずれも公比 1.8）で行われた。助剤として界面活性作用のある HCO-50 を 100 mg/L 添加してい6 

る。被験物質濃度は、GC 法により暴露開始時と終了時に全濃度区の実測が行われた。終了時7 

の実測濃度は設定値の約 10％以下に減少していたが、その原因についての言及はない。被験8 

物質には生分解性があるとされているが、この系ではその寄与は小さく、また、logPow が 4.59 

と高いことから、吸着や水中からの揮散による減少と推測された。低濃度試験では無影響濃10 

度を、高濃度試験では EC50 をそれぞれ時間加重対数平均値に基づき算出した結果、72 時間の11 

EC50 GRO(RATE)は 0.90 mg/L（95％C.I.: 0.45 mg/L-1.77 mg/L）、NOEC GRO(RATE)は 0.040 12 

mg/L であった。 13 

一次消費者（甲殻類）Daphnia magna 繁殖阻害；21 日間 NOEC 0.034 mg/L 14 

環境庁 (2000)はキシダ化学株式会社製、純度 97%以上のデカン－１－オールを用いて、15 

OECD TG 211 (1988) に準拠し、オオミジンコ D. magna の 21 日間繁殖阻害試験を半止水式16 

（毎日全量換水）で実施した。試験は、対照区、助剤対照区、0.13、0.24、0.43、0.77、1.39、17 

2.50 mg/L の６濃度区（公比 1.8）で実施され、助剤として界面活性作用のある HCO-50 を 25 18 

mg/L 添加している。被験物質濃度は、GC 法により試験期間中に 3 回、全濃度区について測19 

定された。実測値は時間加重対数平均により 0.022、0.034、0.066、0.10、0.38、1.3 mg/L とさ20 

れた。なお、定量下限値未満の実測値は OECD-GD 23 の推奨手順に従った。実測濃度に基づ21 

き、親の死亡を考慮して、累積産仔数を用いて、計算した結果、21 日間繁殖阻害に係る無影22 

響濃度（NOEC）は 0.034 mg/L となった。 23 

二次消費者（魚類）Pimephales promelas 成長（全長）に対する阻害；33 日間 NOEC 0.26 24 

mg/L 25 

ECHA112-30-1 (2015a)によれば、製造元、純度等に関する記載はされていないが、OECD 26 

TG210 に準拠し、ファットヘッドミノーP. promelas の受精後 24 時間未満の胚を用いた初期生27 

活段階試験が流水式（20 換水/日）で実施されている。試験は、対照区、0.13、0.26、0.53、28 

1.1、2.1 mg/L の 5 濃度区（公比 2）で実施され、助剤は用いられていない。被験物質濃度の実29 

測方法は記載されていないが、実測値の算術平均値は設定値の 100〜114％であった。毒性値30 

は実測値の算術平均値を用いて算出され、33 日間の成長（全長）阻害に対する無影響濃度31 

（NOEC）は 0.26 mg/L と推定された。 32 

 33 

＜急性毒性値＞ 34 

３生物種の慢性毒性値があるため、用いない。 35 

 36 

＜PNEC の導出＞ 37 

３栄養段階（生産者、一次消費者、二次消費者）に対する慢性毒性値（0.04 mg/L、0.034 mg/L、38 

0.26 mg/L）の最も小さい値を室内から野外への外挿係数「10」で除し、デカン－１－オールの39 
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PNECwater として 0.0034 mg /L が得られた。 1 

 2 

<国内外の規制値等との比較> 3 

上記で算出した PNECwater について、国内外の規制値等との比較を行い、その妥当性等を検4 

討した。 5 

デカン－１－オールの主要国での水生生物保全に係る基準値等は設定されていない。 6 

国内外のリスク評価は、環境省（2009）が化学物質の環境リスク初期評価に関する評価書を7 

公表しており、藻類 R. subcapitata に対する 72 時間生長阻害に対する NOEC 28.5 µg/L をアセス8 

メント係数 100 で除した 0.29 µg/L を PNEC としている。また、水域の生活環境動植物の被害9 

防止に係る農薬登録基準（旧 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準）として基準値 10 

0.14 mg/L が定められている（環境省, 2012）。このほか、OECD (2006) がデカン－１－オールを11 

含む Long Chain Alcohols (C6-22 primary aliphatic alcohols) の初期評価報告書（SIAR）を公表し12 

ており、「水生生物に対して強い毒性を示す」と記載されているが、PNEC は求められていない。 13 

 14 

<経緯> 15 

デカン－１－オールが優先評価化学物質として判定された際のスクリーニング評価（平成 2616 

年 4 月）、及びリスク評価（一次）評価Ⅰ（平成 28 年 12 月）では、藻類 (R. subcapitata) の生17 

長阻害に対する 3 日間無影響濃度（NOEC）0.0285 mg/L を不確実係数積「50」で除した「0.00057 18 

mg/L（0.57 µg/L）」が PNEC 値であった。 19 

平成 29 年 11 月に実施されたリスク評価（一次）有害性評価Ⅱでは、技術ガイダンスに基づ20 

き有害性情報精査及び毒性値の再計算等を行った結果、スクリーニング評価及びリスク評価21 

（一次）評価Ⅰで用いられたデータの一部が利用できなくなった。しかし、３生物種による慢22 

性毒性値が得られたため、不確実係数積は「10」となった。 23 

本評価においては、有害性情報の再収集によるキースタディの変更はなかったため、PNEC 値24 

に変更はない。 25 

 26 

(２) 底生生物 27 

本評価における有害性情報の再収集により、新たに底生生物に関して信頼性のある有害性28 

データが得られたため、技術ガイダンスに従い底生生物への PNECsed を導出した。 29 

 30 

＜急性毒性値＞ 31 

淡水, 表在底生/雑食者 Heterocypris incongruens 死亡；6 日間 LC50 310 mg/kg 32 

dw 33 

ECHA112-30-1 (2004)によれば、淡水産の甲殻類 H. incongruens を用いた底質−水暴露試験34 

が、止水式、全暗条件で行われた。被験物質の製造元、純度情報は ECHA112-30-1 (2004)では35 

明らかにされていない。試験は対照区、助剤対照区、10、30、100、300、1000 mg/kg dw の36 

5 濃度区（公比 3.2）で行われ、底質への被験物質添加のため、助剤としてアセトンが用いら37 



 

5 

れた。底質には、あらかじめガンマ線照射（27 kGy）により滅菌された土壌が用いられた。1 

被験物質濃度の実測は行われなかった。ECHA112-30-1 (2004)で報告された試験個体の生死デ2 

ータを用いて、設定濃度に基づく 6 日間半数致死濃度 LC50 は 310 mg/kg dw と算出された。3 

なお、ECHA112-30-1 (2004)では成長（殻長）に対する EC50 150 mg/kg dw が報告されている4 

が、EC50 に隣接する高濃度区での試験個体の死亡率が 30％と高いため、PNEC 導出には用い5 

なかった。 6 

＜PNEC の導出＞ 7 

技術ガイダンスに従い、評価の結果採用可能とされた急性毒性値（再計算値）に情報量に8 

応じて定められた不確実係数積 1,000 を適用し PNECsed 相当値として 0.31 mg/kg dw が導出9 

された。一方、PNECwater から平衡分配法を用いて算出された PNECsed 相当値は、0.39 10 

mg/kg dw であった。両者を比較し小さい値を採用することにより、底生生物に対する11 

PNECsed 0.31 mg/kg dw が求められた。 12 

 13 

<国内外の規制値等との比較> 14 

デカン－１－オールについて、主要国での底生生物の保全に係る基準値等は設定されていな15 

い。また、国内外で底生生物へのリスク評価も行われていない。 16 

 17 

<経緯> 18 

平成 29 年 11 月に実施されたリスク評価（一次）有害性評価Ⅱでは、底生生物について信頼19 

性のある有害性データが得られなかったため、平衡分配法を用いて PNECwater 0.0034 mg/L か20 

ら PNECsed 0.39 mg/kg dw を求めていた。 21 

本評価では、有害性情報の再収集により、新たに底生生物に関して信頼性のある有害性デー22 

タが得られたため、技術ガイダンスに従い底生生物への PNECsed 0.31 mg/kg dw を導出した。 23 

１-３ 有害性評価に関する不確実性解析 24 

水生生物では、生産者（藻類）、一次消費者（甲殻類）及び二次消費者（魚類）の慢性毒性値25 

が得られており、一次消費者（甲殻類）の慢性毒性値をキースタディとして、室内から野外へ26 

の外挿係数「10」で除して PNECwater を求めている。３生物種の慢性毒性値が得られており不確27 

実性は低い。 28 

底生生物については、１つの生息・食餌条件の急性毒性試験結果しか得られておらず、慢性29 

毒性値が得られていない点や、異なる生息・食餌様式の慢性毒性値が得られていない点に基本30 

的な不確実性がある。 31 

１-４ 結果 32 

有害性評価Ⅱの結果、デカン－１－オールの水生生物に係る PNECwater は 0.0034 mg/L を、底33 

生生物に係る PNECsed は 0.31 mg/kg dw を採用する。 34 

 35 

 36 



 

6 

表１－３ 有害性情報のまとめ 1 

 水生生物 底生生物 

PNEC 0.0034 mg/L 0.31 mg/kg dw 

キースタディの毒性

値 
0.034 mg/L 310 mg/kg dw 

UFs 10 1,000 

（キースタディの 

エンドポイント） 

一次消費者（甲殻類）の繁殖阻害

に対する無影響濃度（NOEC） 

淡水, 表在底生/雑食者の死亡

への影響（LC50） 

 2 

１-５ 有害性情報の有無状況 3 

デカン－１－オールのリスク評価(一次)の評価Ⅰ・評価Ⅱを通じて収集した範囲の PNEC 導4 

出に利用可能な有害性情報の有無状況を表１－４に整理した。 5 

 6 

表１－４ 有害性情報の有無状況 7 

評価項目 
栄養段階 

/生息・食餌条件 
有無 出典 

水生生物に対

する急性毒性 

生産者 ○ 
(環境庁, 2000) 

(環境省, 2012) 

一次消費者 ○ 
(環境庁, 2000) 

(環境省, 2012) 

二次消費者 ○ 
(環境庁, 2000) 

(環境省, 2012) 

(Brooke et al., 1984) 

水生生物に対

する（亜）慢性

毒性 

生産者 ○ (環境庁, 2000) 

一次消費者 ○ 

(環境庁, 2000) 

(OECD, 2006)  
(Schafers et al., 2009) 

(ECHA112-30-1, 2005) 

二次消費者 ○ (ECHA112-30-1, 2015a) 

底生生物に対

する急性毒性 

淡水 , 表在底生 /雑食

者 
○ (ECHA112-30-1, 2004) 

底生生物に対

する慢性毒性 
− − − 

その他の毒性 − − − 

 8 

  9 
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基本情報 1 

優先評価化学物質通し番号 170 

物質名称 デカン－１－オール 

CAS 登録番号（CAS RN®） 112-30-1 

 2 

表１a．PNEC 値算出の候補となる毒性データ一覧（水生生物） 3 

No. 

生物種 被験

物質

純度
(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/

L） 

信頼性

ランク 
出典 

備

考 
栄養段階 

生物

分類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞ

ﾎﾟｲﾝﾄ 
影響内容 

1 生産者 藻類 
ムレミカヅキモ

（緑藻） 

Raphidocelis 

subcapitata 
≧97 慢性 NOEC GRO(RATE) 3 0.04 2 (環境庁, 2000)  

2 生産者 藻類 
ムレミカヅキモ

（緑藻） 

Raphidocelis 

subcapitata 
≧97 急性 EC50 GRO(RATE) 3 0.895 2 (環境庁, 2000)  

3 生産者 藻類 
ムレミカヅキモ

（緑藻） 

Raphidocelis 

subcapitata 
 急性 EC50 GRO(RATE) 3 0.86 2 (環境省, 2012)  

4 一次消費者 
甲殻

類 
オオミジンコ Daphnia magna ≧97 慢性 NOEC REP 21 0.034 2 (環境庁, 2000)  

5 一次消費者 
甲殻

類 
オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 NOEC IRIN 21 0.11 2 

(Schafers et al., 2009) 
(OECD, 2006) 

(ECHA112-30-1, 2005) 

 

6 一次消費者 
甲殻

類 
オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 NOEC PROG 21 0.11 2 

(Schafers et al., 2009) 
(OECD, 2006) 

(ECHA112-30-1, 2005) 

 

7 一次消費者 
甲殻

類 
オオミジンコ Daphnia magna ≧97 急性 EC50 IMM 2 1.35 2 (環境庁, 2000)  

8 一次消費者 
甲殻

類 
オオミジンコ Daphnia magna  急性 EC50 IMM 2 1.4 2 (環境省, 2012)  

9 二次消費者 魚類 
ファットヘッドミ

ノー 
Pimephales promelas  慢性 NOEC GRO 33 0.26 2 

(ECHA112-30-1, 

2015a) 
 

10 二次消費者 魚類 
ファットヘッドミ

ノー 
Pimephales promelas 99 急性 LC50 MOR 4 2.4 2 (Brooke et al., 1984)  

11 二次消費者 魚類 メダカ Oryzias latipes ≧97 急性 LC50 MOR 4 2.79 2 (環境庁, 2000)  

12 二次消費者 魚類 コイ Cyprinus carpio  急性 LC50 MOR 4 4.1 2 (環境省, 2012)  

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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表１b．PNEC 値算出の候補となる毒性データ一覧（底生生物） 1 

No. 

生物種 被験

物質

純度
(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/k

g dw） 

信頼性

ランク 
出典 備考 

生息・食

餌条件 

生物

分類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞ

ﾎﾟｲﾝﾄ 
影響内容 

1 

淡水, 表在

底生/雑食

者 

甲殻

類 
イボカイミジンコ 

Heterocypris 

incongruens 
 急性 LC50 MOR 6 310 2 

(ECHA

112-

30-1, 

2004) 

 

 2 

 3 

 4 

表２a．PNEC 値算出候補とならない毒性データ一覧（試験条件等の情報不足、試験法からの明らかな逸脱等）（水生生物） 5 

No. 

生物種 

被験

物質

純度

(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/

L） 

信

頼

性

ラ

ン

ク 

出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 
影響内容 

1 生産者 藻類 
フナガタケイソウ

属（珪藻） 
Navicula pelliculosa  急性 EC50 GRO(RATE) 3 1.4 4 

(EFSA, 

2010) 
原著が不明 

2 生産者 藻類 
ムレミカヅキモ

（緑藻） 

Raphidocelis 

subcapitata 
 急性 EC50 GRO(RATE) 3 5.67 4 

(EFSA, 

2010) 
原著が不明 

3 生産者 その他 イボウキクサ Lemna gibba  - EC50 GRO(RATE) 14 5.02 4 
(EFSA, 

2010) 
原著が不明 

4 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 NOEC PROG 21 0.35 3 

(Schafers et 

al., 2009) 
(OECD, 

2006) 
(ECHA112-

30-1, 2005) 

初期実測濃度に

基づく値。 

5 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 NOEC IRIN 21 0.35 3 

(Schafers et 

al., 2009) 
(OECD, 

2006) 
(ECHA112-

30-1, 2005) 

初期実測濃度に

基づく。 

6 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 LOEC IRIN 21 0.35 3 
(Schafers et 

al., 2009) 

初期実測濃度に

基づく。 

7 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 LOEC PROG 21 0.37 － 
(Schafers et 

al., 2009) 

NOEC があるた

め用いない。 



 

9 

No. 

生物種 

被験

物質

純度

(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/

L） 

信

頼

性

ラ

ン

ク 

出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 
影響内容 

8 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 NOEC SUV 21 0.37 － 
(Schafers et 

al., 2009) 

より小さい値と

して、産仔数阻

害に対する

NOEC があるた

め用いない。 

9 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 NOEC LGTH 21 0.37 － 
(Schafers et 

al., 2009) 

より小さい値と

して、産仔数阻

害に対する

NOEC があるた

め用いない。 

10 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna  慢性 NOEC REP 21 0.51 4 
(EFSA, 

2010) 
原著が不明 

11 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 LOEC PROG 21 0.96 3 
(Schafers et 

al., 2009) 

初期実測濃度に

基づく。 

12 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 LOEC IRIN 21 0.96 3 
(Schafers et 

al., 2009) 

初期実測濃度に

基づく。 

13 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 NOEC SUV 21 0.96 3 
(Schafers et 

al., 2009) 

初期実測濃度に

基づく。 

14 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 LOEC SUV 21 1.2 3 
(Schafers et 

al., 2009) 

初期実測濃度に

基づく。 

15 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 慢性 LOEC SUV 21 2.8 3 
(Schafers et 

al., 2009) 

初期実測濃度に

基づく。 

16 一次消費者 その他 テトラヒメナ属 
Tetrahymena 

pyriformis 
>=95 急性 IC50 PGRT 2 8.9 － 

(Schultz and 

Tichy, 1993) 

推奨種外。試験

条件等詳細不

明。毒性値は

0.056 mM を分子

量 158.29 を用い

て換算。 

17 一次消費者 その他 ネッタイシマカ Aedes aegypti  急性 EC50 IMM 1 2 L/ha － 
(Sinniah, 

1983) 

推奨種外。毒性

値は単位面積へ

の散布量で表示

されている。 

18 一次消費者 その他 ヤブカ属 Aedes scutellaris  急性 EC50 

IMM 

1 2 L/ha － 
(Sinniah, 

1983) 

推奨種外。毒性

値は単位面積へ

の散布量で表示

されている。 

19 一次消費者 その他 ヤブカ属 Aedes scutellaris  急性 EC50 
IMM 

1 3 L/ha － 
(Sinniah, 

1983) 

推奨種外。毒性

値は単位面積へ
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No. 

生物種 

被験

物質

純度

(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/

L） 

信

頼

性

ラ

ン

ク 

出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 
影響内容 

の散布量で表示

されている。 

20 一次消費者 その他 ヤブカ属 Aedes scutellaris  急性 EC50 

IMM 

1 3 L/ha － 
(Sinniah, 

1983) 

推奨種外。毒性

値は単位面積へ

の散布量で表示

されている。 

21 一次消費者 その他 ヤブカ属 Aedes scutellaris  急性 EC50 Hatch 1 3 L/ha － 
(Sinniah, 

1983) 

推奨種外。毒性

値は単位面積へ

の散布量で表示

されている。 

22 一次消費者 その他 ネッタイシマカ Aedes aegypti  急性 EC50 IMM 1 3 L/ha － 
(Sinniah, 

1983) 

推奨種外。毒性

値は単位面積へ

の散布量で表示

されている。 

23 一次消費者 その他 ネッタイシマカ Aedes aegypti  急性 EC50 Hatch 1 3 L/ha － 
(Sinniah, 

1983) 

推奨種外。毒性

値は単位面積へ

の散布量で表示

されている。 

24 一次消費者 その他 ネッタイシマカ Aedes aegypti  急性 EC50 IMM 1 3 L/ha － 
(Sinniah, 

1983) 

推奨種外。毒性

値は単位面積へ

の散布量で表示

されている。 

25 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna  急性 LC50 MOR 2 1.8 4 
(EFSA, 

2010) 
原著が不明 

26 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna  急性 EC50 IMM 2 2.9 4 

(OECD, 

2006) 
(ECHA112-

30-1, 1999a) 

試験条件等詳細

不明 

ECHA ではラン

ク４ 

27 一次消費者 甲殻類 

ナミミズベソコミ

ジンコ(ハルパク

チクス目） 

Nitocra spinipes  急性 LC50 MOR 4 3.1 3 

(OECD, 

2006) 
(Bengtsson 

et al., 1984) 
(ECHA112-

30-1, 1984a) 

止水式で実測な

し。 

28 一次消費者 甲殻類 

ナミミズベソコミ

ジンコ(ハルパク

チクス目） 

Nitocra spinipes 97 急性 LC50 MOR 4 4 3 
(Linden et 

al., 1979) 

止水式で実測な

し。 
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No. 

生物種 

被験

物質

純度

(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/

L） 

信

頼

性

ラ

ン

ク 

出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 
影響内容 

29 一次消費者 甲殻類 アミ科 Americamysis bahia  急性 LC50 MOR 2 5.6 4 
 
(ECHA112-

30-1, 1990) 

ECHA では信頼

性ランク４。

ECHA 引用の原

著論文では被験

物質が定かでな

い。 

30 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna  急性 LC50 MOR 2 6.5 3/4 

(OECD, 

2006) 
(ECHA112-

30-1, 1976) 

試験条件等詳細

不明 

ECHA と同じ文

献として記載 

31 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.3 急性 EC50 IMM 2 6.51 4 

(U.S. 

Environment

al Protection 

Agency, 

1992) 

入手不可 

32 一次消費者 その他 テトラヒメナ属 
Tetrahymena 

pyriformis 
>=95 急性 IC50 PGRT 2 8.83 4 

(Schultz et 

al., 1990) 

試験条件等詳細

不明。 

33 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna  急性 EC50 － 1 11 4 

(OECD, 

2006) 
(Bringmann 

and Kuehn, 

1982) 
(ECHA112-

30-1, 1982) 

試験条件等詳細

不明 

34 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna  急性 LC50 IMM 1 16 4 

(OECD, 

2006) 
(Bringmann 

and Kuehn, 

1977) 

2 日間の試験結

果が不明 

35 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 － EC50 SUV 21 0.62 － 
(Schafers et 

al., 2009) 

幾何平均実測濃

度に基づく。

NOEC があるた

め用いない 

36 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.5 － EC50 SUV 21 1.5 － 
(Schafers et 

al., 2009) 

初期実測濃度に

基づく。NOEC

があるため用い

ない 

37 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna 99.3 － NOEL IMM 2 2.8 4 

(U.S. 

Environment

al Protection 

入手不可 
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No. 

生物種 

被験

物質

純度

(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/

L） 

信

頼

性

ラ

ン

ク 

出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 
影響内容 

Agency, 

1992) 

38 一次消費者 甲殻類 オオミジンコ Daphnia magna  － EC50 － － 4.4 4 
(OECD, 

2006) 

ばく露期間、エ

ンドポイント、

試験条件等詳細

不明 

39 二次消費者 魚類 ニジマス Oncorhynchus mykiss  慢性 NOEC GRO 28 0.0064 4 
(EFSA, 

2010) 
原著が不明 

40 二次消費者 魚類 
コイ科（ウグイの

仲間） 
Leuciscus idus  急性 LC50 MOR 2 0.6 4 

(Juhnke and 

Luedemann, 

1978) 

試験条件等詳細

不明 

41 二次消費者 魚類 
コイ科（ウグイの

仲間） 
Leuciscus idus  急性 LC50 MOR 2 0.6-3.2 4 

(OECD, 

2006) 
(ECHA112-

30-1, 1996b) 

試験条件等詳細

不明 

42 二次消費者 魚類 
ファットヘッドミ

ノー 
Pimephales promelas  急性 LC50 MOR 4 2.3 4 

(OECD, 

2006) (Veith 

et al., 1983a) 
(ECHA112-

30-1, 1984b) 
(Veith et al., 

1983b) 

濃度区など詳細

不明。硬度につ

いての記載が異

なるが、
Ref10183(Veith et 

al., 1983a)と
Ref.15823(Veith et 

al., 1983b)は同じ

として取り扱

う。ECHA112-

30-1 (1984b)は同

2 文献から

2.4mg/L を採用し

ている。 

43 二次消費者 魚類 ブルーギル Lepomis macrochirus  急性 LC50 MOR 4 5.05 4 

(OECD, 

2006) (U.S. 

Environment

al Protection 

Agency, 

1992) 

試験条件等詳細

不明 

44 二次消費者 魚類 ニジマス Oncorhynchus mykiss  急性 LC50 MOR 4 4.2-5.6 4 

(OECD, 

2006) (U.S. 

Environment

al Protection 

Agency, 

1992) 

試験条件等詳細

不明 
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No. 

生物種 

被験

物質

純度

(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/

L） 

信

頼

性

ラ

ン

ク 

出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 
影響内容 

(ECHA112-

30-1, 1975) 

45 二次消費者 魚類 ニジマス Oncorhynchus mykiss  急性 LC50 MOR 4 5.7 4 

(OECD, 

2006) 
(ECHA112-

30-1, 1996a) 

試験条件等詳細

不明 

46 二次消費者 魚類 コイ科 Alburnus alburnus 97 急性 LC50 MOR 4 7.2 － 

(OECD, 

2006) 
(Linden et 

al., 1979) 
(ECHA112-

30-1, 1979) 

推奨種外。試験

条件等詳細不明 

47 二次消費者 魚類 コイ科 Alburnus alburnus  急性 LC50 MOR 4 7.2 － 

(OECD, 

2006) 
(Bengtsson 

et al., 1984) 

推奨種外。試験

条件等詳細不明 

48 二次消費者 魚類 
コイ科（ウグイの

仲間） 
Leuciscus idus  急性 LC50 MOR 2 8.4 4 

 

(OECD, 

2006) 

(ECHA112-

30-1, 1999b) 

試験条件等詳細

不明 

49 二次消費者 魚類 ニジマス Oncorhynchus mykiss  − NOEL MOR 4 2.4 3 

(OECD, 

2006) (U.S. 

Environment

al Protection 

Agency, 

1992) 

影響内容とエン

ドポイントが不

適 

50 二次消費者 魚類 ブルーギル Lepomis macrochirus  − NOEL MOR 4 3.2 3 

(OECD, 

2006) (U.S. 

Environment

al Protection 

Agency, 

1992) 

影響内容とエン

ドポイントが不

適 

51 二次消費者 魚類 
ファットヘッドミ

ノー 
Pimephales promelas  急性 LC50 MOR 5 3.4 3 

(ECHA112-

30-1, 2015b) 
FET 試験 

52 ― その他 水生生物群集 Aquatic Community  − LOEC SRES 4 3.01 － 

(Yount and 

Shannon, 

1988) 

推奨種外。毒性

値は 19 mol/m3 よ

り分子量を

158.29 として換

算。 

 1 
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 1 

表２b．PNEC 値算出候補とならない毒性データ一覧（試験条件等の情報不足、試験法からの明らかな逸脱等）（底生生物）  2 

No. 

生物種 被験

物質

純度
(%) 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 暴露期

間 

（日） 

毒性値 

（mg/k

g dw） 

信頼

性ラ

ンク 

出典 備考 
生息・食

餌条件 

生物

分類 
和名*1 学名 急慢 

ｴﾝﾄﾞ

ﾎﾟｲﾝﾄ 
影響内容 

1 

淡水, 表在

底生/雑食

者 

甲殻

類 
イボカイミジンコ 

Heterocypris 

incongruens 
 急性 EC50 GRO(LGTH) 6 150 − 

(ECHA

112-30-

1, 2004) 

LC50 があるため採

用しない。 

 3 

*1:一般名（おもに標準和名）を記す。国内に生息しない種など和名がない場合には「属または科の一種」として表記した。 4 

注）「化審法における優先評価化学物質に関するリスク評価の技術ガイダンス Ⅲ．生態影響に関する有害性評価」での収集範囲に含まれる有害性情報5 

を整理した。 6 

【信頼性ランク】 7 

１（信頼性あり） ：化審法試験法又は特定試験法を用いて、GLP（Good Laboratory Practice、優良試験所基準）に従って試験が実施されている。かつ8 

試験対象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。 9 

２（信頼性あり） ：化審法試験法又は特定試験法からの逸脱や不明な点が若干あるが、総合的に判断して信頼性がある。かつ試験対象物質に関する情10 

報（純度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。 11 

３（信頼性なし） ：試験方法は、化審法試験法又は特定試験法からの逸脱が著しく、これら試験法への適合性が判断できないか、科学的に妥当ではな12 

い。又は試験対象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されているが、不純物が毒性値に影響している可能性が否定できない。 13 

４（評価不能） ：試験方法に不明な点が多く、化審法試験法又は特定試験法への適合性が判断できないか科学的な妥当性を判断する情報がない。又14 

は試験対象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されておらず、その妥当性が判断できない。 15 

－（ランクなし） ：有害性情報はガイダンス「III.4.2.1  有害性情報の更新状況の確認と新たな情報の収集」に記載されている情報源を基に収集した16 

が、試験生物が生活環境動植物または「III.4.1.2  有害性評価Ⅱの対象とする生物」の範囲に含まれていないか、原著を入手できない等、毒性値の信17 

頼性を確認することができない。又は、他に用いる値がある。 18 

 19 

略語 20 

［エンドポイント］EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、IC50（50 percent growth inhibitory concentration）：50%成長阻害濃度、LC50（Median 21 

Lethal Concentration）：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、 22 

［影響内容］GRO （Growth）：生長（植物）/成長（動物）、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、HATCH（Hatchability）：ふ化、IRIN（Intrinsic Rate of Increase）：23 

内的自然増加率、MOR（Mortality）：死亡、PGRT（Population Growth Rate）：個体群増殖速度、PROG（Progeny Counts/Numbers）：子孫の数 REP24 

（Reproduction）：繁殖、再生産、SRES（System Respiration）：生態系全体の酸素吸収率の変化、SUV（Survival）：生残 25 

(   )内：試験結果の算出法等 26 

LGTH：長さ、RATE：生長速度より求める方法（速度法）、TLGTH（Total Length）：全長 27 
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付録 1 各栄養段階のキースタディの信頼性について 1 

1. 水生生物 2 

（１）生産者（藻類） 3 

出典： 環境庁（2000）：平成 11 年度生態影響試験報告書 4 

被験物質： キシダ化学株式会社製、純度 97％以上 5 

生物種： Raphidocelis subcapitata (旧名 Pseudokirchneriella subcapitata) 6 

試験法： OECD 化学品テストガイドライン No. 201「藻類生長阻害試験」（1984 年） 7 

GLP 基準： 遵守している 8 

＜試験条件＞ 9 

試験方式： 止水式 10 

設定濃度： 対照区、助剤対照区、0.06、0.10、0.20、0.40、0.70 mg/L の 5 濃度区11 

（低濃度側、公比 1.8） 12 

対照区、助剤対照区、1.2、2.2、4.0 mg/L の 3 濃度区（高濃度側、公13 

比 1.8） 14 

実測濃度： GC 法により実測、時間加重対数平均濃度として 15 

<0.0005（対照区）、<0.0005（助剤対照区）、0.020、0.040、0.070、0.14、16 

0.25 mg/L（低濃度側） 17 

<0.0005（対照区）、<0.0005（助剤対照区）、0.13、0.67、1.8 mg/L（高18 

濃度側） 19 

助剤： 硬化ヒマシ油（HCO-50）100 mg/L 20 

＜試験結果＞ 21 

3 日間生長（速度）阻害に対する無影響濃度 NOEC（実測濃度の時間加重対数平均値に基22 

づく）0.040 mg/L 23 

【専門家会合での評価概要】 24 

被験物質は純度 97％以上の試薬を用いており、妥当である。界面活性剤である HCO-50 を25 

助剤として 100 mg/L 用いているが、水溶解度を超過した試験ではなく、毒性値へ与える影響は26 

大きくないと判断した。試験方法、試験結果について特に問題点は見られない。この試験は GLP27 

基準を遵守した試験であり、PNEC 算出のための生産者のキースタディとして妥当と判断した。 28 

 29 

（２）一次消費者（甲殻類） 30 

出典： 環境庁（2000）：平成 11 年度生態影響試験報告書 31 

被験物質： キシダ化学株式会社製、純度 97％以上 32 

生物種： Daphnia magna 33 
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試験法： OECD 化学品テストガイドライン No. 211「オオミジンコ繁殖試験」（1988 年） 1 

GLP 基準： 遵守している 2 

＜試験条件＞ 3 

試験方式： 半止水式（毎日全量換水） 4 

設定濃度： 対照区、助剤対照区、0.13、0.24、0.43、0.77、1.39、2.50 mg/L の 65 

濃度区（公比 1.8） 6 

実測濃度： GC 法により実測、時間加重対数平均濃度として 7 

<0.001（対照区）、<0.001（助剤対照区）、0.022、0.034、0.066、0.10、8 

0.38、1.3 mg/L  9 

助剤： 硬化ヒマシ油（HCO-50）25 mg/L 10 

＜試験結果＞ 11 

21 日間 NOEC（時間加重対数平均濃度に基づく）0.034 mg/L 12 

【専門家会合での評価概要】 13 

被験物質は純度 97％以上の試薬を用いており、妥当である。界面活性剤である HCO-50 を助14 

剤として 25 mg/L 用いているが、水溶解度を超過した試験ではなく、毒性値へ与える影響は大15 

きくないと判断した。定量下限値未満の濃度実測データに下限値の半値を与えて平均実測濃度16 

を算出し、それに基づき毒性値を算出しているが、濃度減衰傾向から未満値を補間した場合も17 

ほぼ同じ値（NOEC 0.032 mg/L）となるため、原著の値を採用する。この試験は GLP 基準を遵18 

守した試験であり、PNEC 算出のための一次消費者のキースタディとして妥当と判断した。 19 

 20 

（３）二次消費者（魚類） 21 

出典： ECHA112-30-1 (2015a) Long-term toxicity to fish. 001 Key | Experimental result. 22 

<https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15951/6/2/3> 23 

被験物質： 製造元、純度ともに ECHA112-30-1（2015a）には記載されていない。 24 

生物種： Pimephales promelas 25 

試験法： OECD TG 210 (2013) 26 

GLP 基準： 遵守している 27 

＜試験条件＞ 28 

試験方式： 流水式（20 換水/日） 29 

設定濃度： 対照区、0.13、0.26、0.53、1.1、2.1 mg/L の 5 濃度区（公比 2） 30 

実測濃度： <0.025（対照区）、0.13、0.26、0.54、1.2、2.4 mg/L 31 

平均実測濃度は設定濃度の 100～114％であった。 32 

助剤： 用いていない。 33 

＜試験結果＞ 34 
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33 日間 NOEC（平均実測濃度に基づく）0.26 mg/L 1 

【専門家会合での評価概要】 2 

製造元、純度、不純物情報がないが、極端に純度が低い（不純物が多い）試薬を用いること3 

は考えにくい。試験は流水式で実施され、実測値は設定濃度の 100～114％であった。濃度反応4 

性に順序の逆転が見られるなどやや気になる点はあるが、GLP 基準を遵守した試験であり、5 

PNEC 算出のための二次消費者のキースタディとして妥当と判断した。 6 

2. 底生生物 7 

（１）淡水, 表在底生/雑食者 8 

出典： ECHA112-30-1（2004）Sediment toxicity. 001 Key | Experimental result.  9 

https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15951/6/3 10 

(2017.11.9 時点) 11 

被験物質： 製造元、純度ともに ECHA112-30-1（2004）には記載されていない。 12 

生物種： Heterocypris incongruens 13 

試験法： ISO14371 Determination of fresh water sediment toxicity to Heterocypris incongruens 14 

(Crustacea, Ostracoda)と比較。 15 

GLP 基準： 遵守していない。 16 

＜試験条件＞ 17 

試験方式： 止水式 18 

設定濃度： 対照区、助剤対照区、10、30、100、300、1,000 mg/kg dw の 5 濃度19 

区（公比 3.2） 20 

実測濃度： 実測されていない。 21 

助剤： アセトンを用いているが、底質への添加後十分に揮散させている。 22 

＜試験結果＞ 23 

6 日間半数致死濃度 LC50（設定濃度に基づく）310 mg/kg dw 24 

【専門家会合での評価概要】 25 

製造元、純度、不純物情報は確認できなかったが、極端に純度が低い（不純物が多い）試薬を26 

用いることは考えにくい。6 日間の成長への影響を見る試験のため、給餌は行われているが、27 

毒性値（LC50）への給餌の影響は大きくないと判断した。止水式試験であり実測も行われてい28 

ないが、物理化学的性状等の詳細資料1によれば、底質中での生分解の半減期は 16 日であり、29 

加水分解はしないとされる。指数関数的減衰を仮定すると、6 日後の底質中濃度は開始時の 77％30 

となり、初期濃度を 100％とすると、幾何平均濃度は設定濃度の 88％と推定される。試験に用31 

いた土壌はガンマ線照射による滅菌が行われていることも考慮し、設定濃度に基づく毒性値は32 

PNEC 算出のための底生生物のキースタディとして利用可能と判断した。  33 

 
1 平成 29 年度第７回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成 29 年度化学物質審議会第３回安全対策部

会、第 179 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会資料５―２参考１優先評価化学物質のリスク評価（一

次）生態影響に係る評価Ⅱ物理化学的性状等の詳細資料（案）【デカン－１－オール】 
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付録 2 生態影響に関する有害性評価Ⅱ 1 

１. 各キースタディの概要 2 

(１) 水生生物 3 

＜生産者（藻類）＞ 4 

Raphidocelis subcapitata 生長速度に対する阻害；3 日間 NOEC 0.04 mg/L(環境庁, 2000) 5 

＜一次消費者（又は消費者）（甲殻類）＞ 6 

Daphnia magna 繁殖阻害；21 日間 NOEC 0.034 mg/L(環境庁, 2000) 7 

＜二次消費者（又は捕食者）（魚類）＞ 8 

Pimephales promelas 成長に対する阻害；33 日間 NOEC 0.26 mg/L(ECHA112-30-1, 9 

2015a) 10 

 11 

(２) 底生生物 12 

＜淡水, 表在底生/雑食者＞ 13 

Heterocypris incongruens 死亡；6 日間 LC50 310 mg/kg dw(ECHA112-30-1, 2004) 14 

 15 

技術ガイダンスによれば、急性毒性値から不確実係数積を適用し PNECsed 相当値を算出した16 

場合には、水生生物に対する PNECwater から平衡分配法を用いて導出した PNECsed 相当値と17 

の比較を行い、小さい値を採用することとされる。両者の値を比較した結果、PNECsed は急性18 

毒性値に基づき算出された値が採用された。 19 

以下に平衡分配法による算出過程を記載した。表１に示したパラメータから乾重量換算で20 

PNECsed 相当値 0.39 mg/kg dw（湿重量換算 0.086 mg/kg ww）を得た。 21 

 22 

表１ 平衡分配法による PNECsed算出パラメータ 23 

パラメータ名 内容 算出式 算出結果 

PNECsed（湿重量）[mg/kg ww] 
底質の予測無影響濃度（湿

重量ベース） 

＝(Ksusp-water)/RHOsusp×

PNECwater×1,000＝

（29.2/1150)×0.0034×1,000 

0.086 

  

Ksusp- water[m3/m3] 浮遊物質／水分配係数 

＝Fwater susp+Fsolid susp

×(Kp susp)/1,000×

RHOsolid＝0.9+0.1

（113.2/1,000）×2,500 

29.2 

  

Fwater  0.9 デフォルト値 0.9 

Fsolid  0.1 デフォルト値 0.1 

  

Kp susp[L/kgsolid] 
浮遊物質の固相成分と水と

の分配係数 
=Foc susp×Koc＝0.1×1,132 113.2 

 Foc susp [kgoc/kgsolid] 
浮遊物質の固相成分に対す

る有機炭素重量比 
デフォルト値 0.1 

Koc[L/kg] 有機炭素／水分配係数 ※1 1,132 

RHOsolid[kgsolid/msolid3] 固体密度 デフォルト値 2,500 

RHOsusp[kg ww/m3] 浮遊物質のかさ密度 デフォルト値 1,150 

 
1 令和７年度第○回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和７年度化学物質審議会第○回安

全対策部会、第○回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会資料○―○―○物理化学的性状等の

詳細資料（案） 
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パラメータ名 内容 算出式 算出結果 

PNECwater[mg/L] 水質の予測無影響濃度 水生生物 PNECwater 0.0034 

PNECsed（乾重量）[mg/kg dw] 
底質の予測無影響濃度（乾

重量ベース） 

PNECsed（湿重量）×

CONVsusp＝0.086×4.6 
0.39 

  

CONVsusp[kg ww/kgdwt] 

浮遊物質中の対象物質濃度

換算係数（湿重量→乾重

量） 

=RHOsusp/(Fsolid susp×

RHOsolid) ＝1,150/（0.1×

2,500） 

4.6 

  

RHOsusp[kg ww/m3] 1,150 デフォルト値 1,150 

Fsolid susp[msolid3/msusp3] 0.1 デフォルト値 0.1 

RHOsolid[kgsolid/msolid3] 2,500 デフォルト値 2,500 

 1 

２. 国内外における生態影響に関する有害性評価の実施状況 2 

(１) 既存のリスク評価書における有害性評価の結果 3 

当該物質のリスク評価に関する各種情報の有無を表 2 に、また、評価書等で導出され4 

た予測無影響濃度（PNEC）等を表 3 にそれぞれ示した。 5 

表 2 デカン－１－オールのリスク評価等に関する情報 6 

リスク評価書等 

化学物質の環境リスク初期評価  (環境省, 2009) 
○ 

第 7 巻 

化学物質の初期リスク評価書（CERI, NITE） × 

詳細リスク評価書 

(国立研究開発法人 産業技術総合研究所） 
× 

OECD SIDS 初期評価報告書 

（SIAR ：SIDS* Initial Assessment Report） 

*Screening Information Data Set (OECD, 2006) 

○ 

Long Chain Alcohols (C6-

22 primary aliphatic 

alcohols)として 

欧州連合（EU）リスク評価書（EU-RAR） × 

世界保健機関（WHO）環境保健クライテリア (EHC)  × 

世界保健機関（WHO）/国際化学物質安全性計画（IPCS）国

際簡潔評価文書「CICAD」（Concise International Chemical 

Assessment Document） 

× 

カナダ環境保護法優先物質評価書（Canadian Environmental 

Protection Act Priority Substances List Assessment Report） 
× 

Australia NICNAS Priority Existing Chemical Assessment Reports  × 

BUA Report × 

Japan チャレンジプログラム 

(Japan チャレンジプログラム HP) 
○ 

水産動植物登録保留基準 (環境省, 2012)※ 平成 24 年１月１日告示 

凡例）○：情報有り、×情報無し (  )内：出典 7 
※ 現 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準 8 

 9 

表 3 リスク評価書での予測無影響濃度（PNEC）等 10 

リスク評価書等 
リスク評価に用いてい

る値 

根拠 

生物群 種名 毒性値 
アセスメント

係数等 

化学物質の環境

リスク初期評価 

(環境省, 2009) 

0.29 μg/L 藻類 
Raphidocelis 

subcapitata※１ 

72 時間生長阻害に対する 

NOEC 28.5 μg/L 
100 

OECD 初期評価

報告書 (OECD, 

2006) 

水生生物への高い毒

性を示すが、易分解

性であり環境での暴

露は低いと予測さ

れ、更なる研究が求

められる。 

藻類 

甲殻類 

魚類 

－ 
急性毒性 0.1-1 mg/L 

強い慢性毒性 
― 
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 (  )内：出典 1 

※１ 旧名Pseudokirchneriella subcapitata 2 

 3 

(２) 水生生物保全に関する基準値等の設定状況 4 

水生生物保全に係る基準値等として、米国、カナダ、英国、欧州連合、ドイツ、オラン5 

ダ、オーストラリア及びニュージーランドでの策定状況を表 4 に示した。デカン－１－6 

オールは、いずれの国でも水生生物保全に係る水質基準等が策定されていない。 7 

 8 

表 4 水生生物保全関連の基準値等 9 

対象国 担当機関 水質目標値名 
水質目標値 

（µg/L） 

米国 

 (United States 

Environmental 

Protection Agency 

Office of Water 

Office of Science 

and Technology) 

米国環境保護

庁 

Aquatic life criteria 淡水 

CMC*1/CCC*2 
設定されていない 

海（塩）水 

CMC*1/CCC*2 
設定されていない 

カナダ 

 (Environment 

Canada) 

環境・気候変動

省 

Canadian Water 

Quality Guidelines 

for the Protection of 

Aquatic Life 

Freshwater 設定されていない 

Marine 
設定されていない 

Federal 

Environmental 

Quality Guidelines 

Freshwater 設定されていない 

Marine 設定されていない 

英 国 

 (Environment 

Agency and 

Department for 

Environment Food & 

Rural Affairs) 

環境庁及び環

境・食料・農村

地域省 

Freshwaters 

priority hazardous 

substances, priority 

substances and 

other pollutants 

environmental 

quality standards 

AA-EQS*3 

(Freshwater) 
設定されていない 

MAC-EQS*3 

(Freshwater) 
設定されていない 

Estuaries and 

coastal waters 

priority hazardous 

substances, priority 

substances and 

other pollutants 

environmental 

quality standards 

AA-EQS*3 

(Estuaries and 

coastal waters) 

設定されていない 

MAC-EQS*3 

(Estuaries and 

coastal waters) 

設定されていない 

欧 州 連 合 

 (European Union, 

2013) 

欧州委員会 Environmental 

Quality Standards 

AA-EQS*3 

(Inland surface 

water / other 

surface water) 

設定されていない 

MAC-EQS*3 

(Inland surface 

water / other 

surface water) 

設定されていない 

ドイツ 

(Federal Ministry for 

the Environment, 

2010) 

連邦環境庁 

EQS for watercourses and lakes*5 
設定されていない 

EQS for transitional and coastal waters *5 
設定されていない 

オランダ 

 (Crommentuijn et al., 

国立健康環境研

究所 

Maximum Permissible Concentration 

(MPC)*6 設定されていない 
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対象国 担当機関 水質目標値名 
水質目標値 

（µg/L） 

1997) Target value*6 
設定されていない 

オーストラリア/ニュ

ージーランド 

(ANZECC and 

ARMCANZ, 2000) 

オ ー ス ト ラ リ

ア・ニュージー

ランド環境保全

協議会/オースト

ラリア・ニュー

ジ ー ラ ン ド 農

業・資源管理協

議会 

Toxicant default 

guideline values for 

water quality in 

aquatic ecosystems 

Freshwater 
設定されていない 

Marine water 

設定されていない 

(  )内：出典 1 
*1 ：CMC（Criterion Maximum Concentration）：最大許容濃度 2 
*2 ：CCC（Criterion Continuous Concentration）：連続許容濃度 3 
*3 ：AA (Annual Average)：年平均。MAC (Maximum Allowable Concentration)：最大許容濃度 4 
*5 ：Environmental quality standards for specific pollutants under the OgewV-E to determine ecological status：5 

生態ステータスを決定するための表流水保全に係るドイツ連邦規則草稿（OgewV-E ：Draft 6 
Ordinance on the Protection of Surface Waters）下での特定汚染物質に対する環境基準。年平均値とし7 
て示される。 8 

*6 ：法制度には規定されていないが環境影響評価等に用いられている目標値で、MPC(最大許容濃度：9 
Maximum permissible concentration)は人の健康や生物に影響を及ぼさない予測濃度、target value（目10 
標値）は環境に影響を及ぼさない濃度を示す(National Institute of Public Health and the Environment, 11 
1999)。 12 

  13 
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